




はじめに

インターネットをはじめとした情報通信技術の発展はめざましく、我々の家

庭や職場においても、生活スタイルや働き方に大きな影響を与えています。

地域において情報化を推進するにあたっては、技術的な動向を踏まえるとと

もに、地域の現状や住民ニーズの把握に努めながら、住民の誰もが豊かで安心

して暮らせる社会を実現していくことが重要となっています。

国では、e-Japan戦略Ⅱを決定し、世界でも有数のＩＴ国家をめざして官民

挙げての取り組みを進めています。また、京都府においても、「京都デジタル

疏水ネットワーク」の整備など地域の情報化の推進に積極的に取り組んでいま

す。

こうした状況を踏まえ、本町においても、２１世紀の住民生活を豊かで住み

やすいものとするために、新しい情報化技術や考え方を十分に取り入れた、新

たな情報化基本計画の策定が必要となってきました。

今回、計画の策定にあたっては、専門的な立場の方だけでなく、住民の皆様

からの意見を計画に反映させるために「精華町情報化基本計画検討懇話会」を

設置し、さまざまな視点から本町の情報化のあり方について議論を重ねてきま

した。また、多くの方々のご協力を得ながら、アンケート調査や情報化基本計

画（案）への意見募集（パブリック・コメント）などを行い、計画づくりに取り組

んできました。

このたび、『人とひと 人とまちを 情報の輪で支えあう 豊かなまち せいか』

をめざすべき情報都市像として掲げ、「精華町情報化基本計画」を策定いたし

ました。

この計画が、精華町の新時代を拓くきっかけとなることを切望するとともに、

その推進に向けては、住民と行政が対話を重ねながら協働して取り組んでいく

ことを期待します。

最後になりましたが、貴重なご意見ご提案を賜りました住民の皆様をはじめ、

関係者の方々に心から厚くお礼申し上げます。

平成１７年９月

精華町長
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基本構想・基本計画

第１章 計画策定にあたって

１．計画策定の背景

近年、情報通信の分野は、飛躍的な発展が続いており、我々の日常生活に大きな影響を

与えています。

国においては、ＩＴの活用促進や基盤整備を国家戦略とし、平成13（2001）年１月に「高

度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）」を策定し、同時に「e-Japan戦略」

（平成15（2003）年にe-Japan戦略Ⅱが追加）が決定され、平成17（2005）年には、世界最高水

準のＩＴ国家をめざしています。

本町においても、精華町第４次総合計画や精華町情報化基本計画｢せいかネットアップ

プラン2001｣（平成９年度から平成13年度の５カ年計画）などにおいて、情報化施策の展

開を図ってきました。

情報通信の分野は日進月歩であり、本町においてもここ数年、基盤整備や家庭における

情報環境は大きく変化しています。また、地域における住民活動においても、インター

ネットの利用は広がっており、コミュニティづくりや情報発信などでさまざまな活用が

進んでいます。

このような住民活動の展開とともに、国家プロジェクトで整備された『関西文化学術研

究都市』があり、国の施設や民間企業の研究機関、ベンチャー企業などが立地している

存在は、本町における情報化推進のポテンシャルの高さとも言えます。

こうした状況を踏まえながら、第４次総合計画の将来像である「人、自然、科学を結ぶ

学研都市精華町」の具現化を図っていくために、新たな情報化基本計画の策定が必要と

なってきました。

今後、ＩＴの活用が教育、環境、福祉、産業などさまざまな分野で広がるとともに、住

民の地域での多様な活動を支える手段として生かされ、我々の生活をより豊かなものに

していくことが期待されます。

ＩＴを生かしたまちづくりは、これからの地域間競争の時代には不可欠であり、今、情

報化基本計画を策定することは本町の将来を展望するにあたって、新しいまちづくりの

胎動を呼び起こすきっかけとなると考えられます。
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２．計画の位置付けと期間

精華町第４次総合計画では、「人、自然、科学を結ぶ 学研都市精華町」をまちの将来像

として描き、その実現をめざしています。また、まちづくりの３つの基本方向の中で

「人と自然との豊かな関係をめざすまちづくり」の節に情報化施策を掲げています。

そこで、今回策定する情報化基本計画では、将来像やまちづくりの基本方向の実現を支

えていく計画として位置づけることとします。

また、情報化施策は、住民生活全般、そして、行政各分野に深く関わっていくことから、

その策定や推進にあたっては、住民ニーズの把握を踏まえ、全庁的な体制で推進してい

くものとします。

計画の推進にあたっては、コスト面や最新技術の動向などに配慮して進めていく必要が

あることから、実施計画（短・中・長期計画）を作成し、計画的に進めていくとともに、

社会状況の変化に応じて計画を見直していくものとします。

長期計画 
 

中期計画 

◇精華町第４次総合計画 

◇精華町情報化基本計画 

基本構想・基本計画 

実施計画 

平成14（2002）年度　　　　　　　　　　平成24（2012）年度 

平成17（2005）年度　　　　　　平成24（2012）年度 

基本構想・基本計画 

基本的な取り組み 

重点的な取り組み 

短期計画 

ＩＴ（情報技術）からの実現支援 
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３．計画の策定方法

本計画の策定にあたっては、住民の代表からなる精華町情報化基本計画検討懇話会を設

置し、そこでの議論に加え、幅広いアイデアや意見募集の方法（パブリック・インボルブ

メント）を採用しながら提言のとりまとめを行っていただきました。提言書の内容につい

ては、庁内の情報化推進委員会などでの調整検討を経て、本計画として策定しました。

その取り組み内容について整理します。

（１）精華町情報化基本計画検討懇話会

公募の住民の方や民間関係団体推薦者、学識経験者など10名からなる精華町情報化基本

計画検討懇話会を設置し、平成16（2004）年10月から平成17（2005）年２月にかけて合計４

回の会議を開催し、提言書のとりまとめを行っていただきました。

（２）情報化アンケート調査

情報化の現状や今後の取り組むべき方向性などについて、住民や企業の意向を把握する

ため、平成16（2004）年８月６日から27日までの期間で情報化アンケート調査を実施しま

した。（対象：住民1,500人、企業100社）

（３）懇話会ホームページの開設

精華町公式ホームページ上で、精華町情報化基本計画検討懇話会の専用ホームページを

開設し、各回の議事録や資料などに関して随時公表するなど、幅広く住民から意見をい

ただく機会を設けました。

（４）アイデア・意見募集

電話やファクス、電子メールをはじめ、町立図書館にも懇話会に関する資料を設置する

などして、アイデアや意見を募集するなど幅広く住民から提案をいただく機会を設けま

した。

（５）庁内フォローアップ

庁内における情報化関連施策のフォローアップ調査を実施し、現在の情報化施策の取り

組み状況や今後の可能性などについて把握に努めました。
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（６）庁内情報化推進委員会

庁内における計画策定の横断的な連絡調整の場として、情報化推進委員会やチーフ会議、

研究部会を設置しました。

（７）精華町情報化基本計画（案）への意見募集（パブリック・コメント）の実施

懇話会での提言を受けて精華町情報化基本計画としてとりまとめ、平成17（2005）年７月

19日から８月17日まで、「精華町情報化基本計画（案）について」の意見募集（パブリッ

ク・コメント）を実施しました。

◇策定体制 

町 

パブリック・インボルブメント パブリック・コメント 

精華町情報化基本 
計画検討懇話会 

情報化アンケート調査（住民） 
情報化アンケート調査（企業） アイデア・意見募集 

庁内情報化推進委員会 
庁内各種研究部会 

庁内フォローアップ 

懇話会ホームページの開設 

精華町情報化基本計画（案） 
への意見募集 

住民・企業 
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第２章 精華町の情報化を取り巻く状況

１．地域情報化の動向

（１）情報化社会の潮流と展望

インターネット、携帯機器などの情報通信技術の進展は、私たちの日常の暮らしや仕事

のあり方だけでなく、コミュニケーションのかたちをも大きく変える可能性をもっていま

す。

また、携帯電話などの情報端末の普及によって、いつでも、どこでも、誰もが気軽に情

報ネットワークにアクセスできるユビキタス社会の実現が期待されており、それらに関連

するさまざまなサービスが新たに生まれつつあります。

従来のメディアの中心的な役割を果たしてきたテレビについても、アナログからデジタ

ルへと転換が図られており、多チャンネル化、双方向化が進むことから、放送と通信の融

合の時代が近づいています。

こうした情報化社会の進展は、地域社会におけるさまざまな課題を解決したり、新たな

コミュニティづくりにも貢献することが期待でき、より豊かで利便性の高い社会づくりに

つながっていきます。

（２）国、府の取り組み状況

①国の動向

政府は、平成15（2003）年度までに、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現すること

をめざし、電子政府・電子自治体に関する取り組みを推進してきました。電子政府・電子

自治体の実現は、国民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化に資するものであり、

計画的・重点的に取り組まれています。

地方自治体においても、ＩＴを「行政サービスの向上と業務効率化の重要な手段」と位

置付け、国の計画に沿った情報化や各自治体の独自性を加味したさまざまな取り組みによ

って先進事例も構築されています。現在では平成15（2003）年８月に総務省より出された

「電子自治体推進指針」に沿って、地方自治体の取り組みが進められています。

さらに総務省は平成16（2004）年８月には、電子政府の推進やユビキタスネット社会（u-

Japan）の実現をめざす「平成17年度 重点施策」および、これまでの「ＩＴ政策大綱」の方

向性を踏襲した「ＩＣＴ政策大綱」を発表しました。ＩＣＴは、増大するコミュニケーシ

ョンの重要性を鑑み、ＩＴから「ＩＣＴ（Information Communication Technology）」と変

更された名称です。発表された重点施策では、「行政改革の推進」などに並んで「ユビキ
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タスネット社会（u-Japan）の実現」「電子政府・電子自治体の推進」といった項目が盛り込

まれています。

②京都府の動向

京都府では、近年の情報化の急速な進展に伴い、教育、医療、防災、産業、行政などの

府民生活のあらゆる場面に情報通信技術が浸透し、やりとりされる情報量も飛躍的に増大

していることから、府内全域の情報通信環境を整備することが重要な課題となってきまし

た。

そこで、平成15（2003）年に、このような状況に対応し整備してきたのが、京都府域をむ

すぶ高度情報通信基盤「京都デジタル疏水ネットワーク」です。

「京都デジタル疏水ネットワーク」は、府内のどの場所でも情報化の恩恵を受けられる

ようにするとともに、京都内外の人とひと、地域と地域の交流・連携を活発化して、魅力

ある地域づくりに大きな役割を果たすことをめざしています。

また、こうした基盤を活用して、府市町村間、市町村相互間の情報の双方向通信と情報

の共有化を図ることにより、行政サービスの向上、業務処理の迅速化・効率化、横断的・

広域的行政サービスの提供の実現をめざしています。

◇京都デジタル疏水ネットワークのイメージ 
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２．精華町の情報化の取り組み

本町は、国立国会図書館関西館や国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）など、国や民間

企業の大規模な研究所の立地が進み、とりわけ21世紀の基礎を築くべき情報通信分野の先

端技術の集積が図られるなど、近年、全国的にも注目を浴びる自治体となっています。

そして、これらの礎は、学研都市の中核クラスター地域である「精華・西木津地区」の

開発を契機に、学研都市地域における国家的なパイロットモデルプロジェクトをまちづく

りに積極的に取り込み、住民と自治体が一体となって新たな日本のＩＴ社会の建設に深く

関わっていく、という取り組みを推進するモデルケースが発端となっています。

最初のチャレンジは、平成６（1994）年から平成11（1999）年にかけて行われた、財団法人

マルチメディア振興センターによるＦＴＴＨ（ファイバ・トゥ・ザ・ホーム）の先行実験の

誘致で、本町の光台地区で約３００世帯のモニターを募り大規模実証実験が行われまし

た。

また、平成11（1999）年から利用が開始された通信・放送機構によるギガビット・ネット

ワークの共同利用型研究開発施設の誘致では、既成市街地を含めた約５００世帯のモニター

を募り、インターネット接続端末を利用したインターネット利用普及実験などが実施され、

本町も研究開発企業などと共同して、実験のシステム開発や評価検証にあたりました。

さらに、平成12（2000）年からは、情報通信系の民間企業などで結成されたＢＢＣＣ（新

世代通信網実験協議会）の「高速統合ＩＰネットワーク」実験で、本町の一部である公共

施設をサテライトスペースとして活用したり、地域住民がＢＢＣＣの実験ブースに集って、

インターネットとテレビ放送が一体となった一般家庭向けサービスといった次世代のネッ

トワークサービスに関する評価検証や議論などを積極的に行う試みなどが実施されまし

た。

第２のチャレンジは、こうした情報通信技術の研究成果を、本町の住民サービスに積極

的に取り入れていこうというものでした。

本町では、昭和59（1984）年より電子計算機を自己導入して情報処理能力を高め、平成５

（1993）年には、全国の町村レベルでは初の証明書等自動交付機の導入を実現し、移動図書

館車を利用した巡回証明書交付サービスなど、住民サービスの向上のためにさまざまな取

り組みを行ってきました。

そして、平成10（1998）年度から翌年度にかけては、新庁舎移転を間近に控えていた中、

旧庁舎内で庁内ＬＡＮを整備し、そのうえで、「電子自治体」構築への準備を進めるため、

住民情報システムなどの基幹的情報処理システムのほとんどをオープン型システムへ転換

して事務効率の向上を図りました。

また、平成10（1998）年度以降、国の経済対策関係での複数の情報関連プロジェクト誘致

などにより、多くのパイロットモデル事業の展開がみられ、その結果として、長年の政策
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課題であった総合窓口サービスを実現したほか、インターネット広域図書検索サービス、

インターネット公共施設仮予約サービスなど、インターネット上での行政サービスの展開

や、インターネット映像配信サービスなどのモデルサービスを進めることができました。

さらに、平成13（2001）年の２月には新庁舎への移転を機に、庁舎内に地域の情報化拠点

として｢精華町情報センター｣を整備し、地域情報の発信機能や住民の情報リテラシー向上

のための設備や、行政情報提供のためのネットワーク基盤と情報処理基盤の双方を大幅に

充実させたほか、通信・放送機構の京都情報通信研究開発支援センターや精華地域ネット

ワークセンターのネットワークとの相互接続により、地域のＮＯＣ（ネットワーク・オペ

レーション・センター）として一定の機能を高めることができました。

一方、地域情報通信基盤の整備においては、桜が丘や光台地域などにおける新市街地で

のケーブルインターネット普及で、町内格差が懸念されていましたが、既成市街地での

「ブロードバンドインターネット」普及により、平成14（2002）年度中に町内のほとんどの

地域で光ファイバを使ったインターネット常時接続サービスが開始され、安価な高速ネッ

トワークの環境整備が実現されました。

しかし、近年の携帯機器や情報家電の急速な普及や技術改革のさらなる進展は、情報利

用環境をさらに大きく変えてきており、いつでも、どこでも、誰もが情報通信機器を容易

に利用できるユビキタス社会が間近に迫っているという状況になってきました。

国では、前項にあるように、e-Japan戦略におけるインフラ整備での一定の成果を踏ま

え、国民がＩＴの便利さを実感できるような社会を実現するための取り組みが各分野で進

められており、本町においても新たな情報化の展開を図る必要が出てきました。

また、行政分野においても、総合行政ネットワークの整備が進んでおり、行政間の極め

てセキュリティの高いネットワーク環境を整えながら、「電子政府」「電子自治体」が本格

的に動き出そうとしています。

今後、インフラ整備からノンストップ・サービス、ポータルサイト、電子申請や電子調

達のシステム、住民参加の仕組みなど、行政サービスの向上をいかに図っていくかが重要

になってきます。

このような状況を踏まえ、新たな情報化基本計画を策定することが必要となってきまし

た。
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行政情報化 地域情報化 

　※学研都市建設構想起こる 

●ＡＴＲ（�国際電気通信基礎技術研究所）オープン 
　※精華・西木津地区中心地「光台」まち開き 

●ＢＢＣＣ新世代通信網実験協議会設立 

●住民票自動交付機サービス開始 　　 
　→　全国町村レベル初 
　※中核施設けいはんなプラザ竣工 

●�キネットによるＣＡＴＶサービス開始 

●ＦＭＭＣ（�マルチメディア振興センター）による光ファイバ 
　通信実証実験の開始 
●自動交付機サービス拡充 
　→　端末増設、取扱証明書拡大 
 

●町ホームペ－ジ開設 
●相楽郡４町立図書館ネットワークシステムの総合目録検索サー 
　ビス開始（４月） 　　 
　※郵政省広域的情報通信ネットワークモデル事業 

●地域イントラネットを活用した映像配信サービスの着手 
　（１２月サービス開始） 
●西日本電信電話�と�ケイ・オプティコムが光ファイバ通信 
　サービス開始 
●住民基本台帳ネットワーク運用開始 
●京都デジタル疏水ネットワーク運用開始 
●ＩＴボランティア制度の整備（IT相談など展開中） 
●公的個人認証サービス開始 
　 
 
 

 

●けいはんなギガビットラボオープン（４月） 
●京都ギガビットラボオープン（１１月） 
　→　インターネットの普及促進（５００世帯にインターネット専用端末配布） 
　→　システム開発環境の整備 

●�キネットによるＣＡＴＶインターネットサービスの開始（８月） 
●個人認証インターネットサービス開始（１２月） 
　→　インターネット公共施設予約サービス  
　→　インターネット健康相談サービス 

 

●西日本電信電話�による「フレッツ・ＩＳＤＮ」（８月）と「フレッツ 
   ・ＡＤＳＬ」（秋）サービス開始 

 

 

●町ホームページ全面刷新 
●インターネットサービス拡充 
●ＩＴボランティア『ＩＴゆう』ホームページ開設 
●�キネットによるＣＡＴＶサービス全町展開（予定） 
 
 

昭和49年 
昭和53年 
昭和59年 
平成 元年 
平成 4年 
 
平成 5年 
 
 
 
平成 6年 
 
平成 7年 
 
平成 8年 
 
 
 
 
 
平成10年 
 
 
平成11年 
 
 
 
 
 
 
 
平成12年 
 
 
 
平成13年 
 
 
 
 
 
 
平成14年 
 
 
平成15年 
 
 平成16年 
 
 

平成17年 

●税務関係から委託処理開始 
 
●電子計算機自己導入（税・住基一体） 
　→　情報処理適用業務の順次拡大 

 

 

●財務会計システム導入 
　→　全庁型システム運用開始 

■第3次総合計画策定 
　 �情報通信網の整備促進 
　 �高度情報施設の整備促進 
　 �地域情報化の促進 

■第4次総合計画策定 
　�情報通信基盤の整備・充実 
　�地域情報化の推進  
　�高度情報化に対応した環境の整備 

■新庁舎情報センター構想  
　 ①地域の情報拠点を整備し、地域情報化・行政情報化を促進する 　 
　 ②情報化を通じた住民の交流拠点として機能する 　 
　 ③住民サービスの向上と地域の活性化を図る 　 
　 ④住民の情報リテラシー向上に寄与する 

■新庁舎建設構想検討委員会の設置  
　①２１世紀の新しい時代潮流に対応した新庁舎 
　②「緑豊かな調和のとれた 学研都市精華町」にふさわしい新庁舎 
　③開かれた、親しみやすくわかりやすい新庁舎 
　④住民サービスと事務効率の向上を図れる新庁舎 

■せいかネットアッププラン策定  
　 　地域情報化・行政情報化のアクションプラン 

新庁舎情報センターの完成（２月２６日） 

■新情報化基本計画策定 

■情報化基本計画検討懇話会の設置 

情報通信施策の積極的誘致活動の開始 

ブロードバンドインターネット環境の実現 

●情報ネットワーク整備開始 
　→　旧庁舎内ＬＡＮ、外部組織ＷＡＮ 　　 
　→　各課一台メール環境整備 

●各種システムのオープン化実施 
　→　基幹システムのＣ/Ｓ（クライアント/サーバ）化 　　 
　→　インターネット接続環境の強化 
　※通産省先進アプリケーション基盤施設整備事業 

●各種インターネットサービス開発 
　※通産省生活空間創造情報システム開発事業など 

●庁舎内各種管理システム自己開発 
　→　会議室・公用車予約サービス 　　 
　→　スケジュール管理サービス 

●情報ネットワークの庁内整備完成 
　※総務省自治体ネットワーク施設整備事業 

●職員一人一台パソコン利用環境と認証基盤整備完了 
●総合窓口支援システム稼動 
　→　本格的なワンストップサービスの実現 

●情報セキュリティポリシー(内部規程)制定 
●「地域づくり総務大臣表彰」の受賞 
　情報化によるまちづくり部門 

情報化のあゆみ 

●財務会計システム更新 

◇精華町の情報化のあゆみ 
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３．情報化を進める上での課題

（１）住民生活の向上に関する課題

①住民サービスの向上

行政の情報化は行財政運営の効率化だけでなく、さまざまな住民サービスの向上につな

げていくことが求められます。住民のニーズを把握しながら、住民の視点に立ったシステ

ムの構築や、誰もがわかりやすい行政情報の提供が求められます。

本町のホームページを積極的に利用している人はまだ少ない状況にあり、今後、もっと

利用しやすいホームページづくりに努めるとともに、さまざまなメディアを統合して情報

を提供していくことが求められます。

また、ボランティア活動や趣味の活動など住民の活動は多様化する傾向にあり、各種申

請や証明書の発行などにとどまらず、住民のさまざまな活動をサポートする情報化の推進

が求められます。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・自宅からインターネットを介した各種申請や証明書などの受け付け、選挙の投票などが
可能になると時間を気にすることなく、また、町役場へ足を運ばなくてもよいので非常
に便利だと思う。
・地域ごとのＩＴ格差を無くしてほしい。ケーブルテレビが無いので、早く敷設するよう
に望みます。
・必要な情報を常に早く入手できるよう、お年寄りから若年層まで気軽に情報に接するこ
とができる社会基盤を作ってほしい。
・高齢者にやさしい行政情報サービスのあり方を考えてもらいたい。
・学研地区と既存地区との情報格差を是正する方策、行政手法を早急に検討し、「新旧住

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0

（人） 

〈情報化アンケート調査（住民）より〉
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民」という言葉が死語となるよう希望します。
・精華町のホームページの充実化を希望します。（町の事業内容と進行率などの情報公開、
各種届出の受理、証明書の発行、住民への公開討論の場の提供、フラワーセンターなど
の生活にゆとりを持つための関連機関とのリンクなど）
・本の管理や貸出予約、検索、公共施設の空き状況、講演講座などのオンライン予約など
を希望します。自宅で空き時間に調べる事ができて、その場で予約できるのであれば、
もっと多くの人が町の中で町のものを利用しようと考えるようになるでしょう。また、
町が急速に発展しているので、新しい地図や道路、交通機関、新しくできる建物や施設
の情報を希望します。
・精華町の行政情報に魅力的なものがないことに問題があると思います。内容が魅力的で
なければ、一度見たら二度とアクセスしないということになります。
・できるだけ各家庭（世帯）に一台ずつ端末が設置できるよう助成金を給付するなどして、
ＩＴ機器をより身近なものとして認識できるようにすべきではないだろうか。

②保健・福祉・医療分野での活用

本格的な高齢社会が到来する中、健康づくりへの関心の高まりや地域医療体制の確立な

ど、保健・福祉・医療分野の充実が求められています。その中で在宅医療の取り組みや医

療機関における情報の共有化など、ＩＴの積極的な活用が求められます。

一方、ＩＴの活用においては、人とひととのふれあいを基本にしながらも、個人情報の

保護などに配慮して、その活用を図っていくことが重要となってきます。

例えば、緊急時の連絡、一人暮らしの高齢者への声かけや見守りなどについて、住民同

士の対話や交流を補完するシステムとしてＩＴを活用することで、大きな効果が期待でき、

安心して暮らせる社会基盤となってきます。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・在宅で診察を受けられる、役場や警察などへボタン一つでつながるなど、いろいろなサー
ビスが受けられたら便利だと思います。
・高齢者や障害のある人が使用できるサービスを考えてもらいたいのですが、この精華町
の自然とふれあいがなくなるようなことがないようにしてほしい。
・町で行う検診の申し込みも電話のみではなく、ホームページからアクセスできるように
してほしい。
・高齢化の進行に伴い、自宅にいながらインターネットを利用して各種情報を入手したり、
選挙の投票ができるようになる等の対策が望ましい。
・福祉や独居老人とのコミュニケーションや介護福祉サービス、準医療サービス（保健）
は対面方式で職員が対応すべきである。
・各種相談や苦情の処理などについては、インターネット上で処理すると逆効果だと思い
ます。こういったことは、お互いに顔を合わせて処理すべきだと思います。事務的サー
ビスのＩＴ化により労力が省けた分を、こういうサービスに回して頂けるとありがたい
です。
・いざという時に必要な病院の所在地など、本当に欲しい情報がない場合もあり、地域の
情報を網羅しているシステムやサービスがあれば、さらに使いやすくなると思います。
・最近では、携帯電話を使用した独居老人へのサービスがあるようです。町内でも、この
ようなサービス実施を検討してみてはどうかと思います。
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・障害者にとって、ＩＴは社会参加のための強力な手段ではあるが、自分の障害にあわせ
てあつらえる必要があり、一般のものに比べて高額な機器が多くなるため、リース制度
の導入や購入に関する補助金のほか、出張で調整・修理・アドバイスをしてくれるサー
ビスが望まれる。

③防災・防犯活動での活用

新しい住宅の整備が進むにつれ、防災関連情報の充実をはじめ、緊急時における情報伝

達や安否の確認などにおいて、防災面でＩＴを活用していくことが重要となってきます。

また、犯罪の増加が著しい中、安心して暮らせる環境づくりに向け、防犯面でもＩＴの

活用が期待されています。テレビやインターネット以外でも、携帯電話やラジオ、無線な

ど瞬時に情報が伝達できる手段を活用していくことが求められています。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・消防署や各種関連機関と災害予知情報や緊急情報、災害発生時に必要な避難場所や行方
情報等の情報共有が必要であると思われます。
・警察や各種関連機関と情報（不審者情報や犯罪情報など）を共有することで、迅速に対応
でき、地域全体のセキュリティ度が上がるのではないでしょうか。
・携帯電話を利活用し、防犯・防災情報を配信することで、地域の防犯・防災につながる
のではないでしょうか。
・ＩＴの弱点は災害時にあり、『コミュニティＦＭ放送』などアナログ的な手法も並行し
て検討する必要があるように感じます。

情報 情報 情報 情報 関する情報 関する情報 る情報 情報 情報 に関する情報 に関する情報 に関する情報 する情報 る情報 
　手続方法 
などの行政に 
関する情報 

計画 どの行事 O活動に 

（人） 

〈情報化アンケート調査（住民）より〉
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（２）新しい活力の創造に関する課題

①住民、企業、ＮＰＯなどさまざまな主体の活動の活性化と連携

本町には、国家プロジェクトで整備された『関西文化学術研究都市』があり、国の施設

や民間企業の研究機関、ベンチャー企業などが立地していて、情報化のポテンシャルが高

い地域と言えます。また、ＮＰＯなどの住民活動も活発で、こうしたさまざまな主体の活

動が活性化するための情報化支援が求められます。

また、企業と住民、行政間などの連携など、ネットワーク環境を生かして、新たなつな

がりや協力体制の強化を図っていくことが求められます。

特にＩＴ分野は、これからの成長産業として雇用や地域経済の発展に欠かせない分野で

あることから、企業活動における情報化の支援やベンチャー企業の育成などに取り組んで

いくことが必要となります。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・学研都市の中核として進展著しい精華町だからこそ、情報化社会に対応した行政運営が
望まれます。
・将来の広域化を念頭において、例えば「地域情報化研究会」を設置して、近隣の町村と
合同で研究を進めることを提案します。
・当社は電子入札を望みます。国交省の電子入札システムを導入しています。京都府、精
華町も一日も早く取り組んでもらい、建設事業のクリーンな姿勢を町民、府民に示して
いただきたい。
・総合的な住宅地図の改正や事務連絡など、自治会業務におけるＩＴ化の必要性を感じま
す。
・町は、ＩＴ教育の補助要員としてボランティアを活用すべきであり、また、そのボラン
ティア活動を支える施策を打つべきであると思います。
・商工会、あるいは農業者におきましても、ＩＴを積極的に活用しアピールしていくこと
で活気が生まれ、地場産業の発展に貢献するのではないかと思います。そのための支援

も行政側が積極的に行っていくべきです。

（社） 

〈情報化アンケート調査（企業）より〉
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②ＩＴの利便性を活力創造に生かす人材育成

本町では、民間企業の研究機関、ベンチャー企業などが立地しているほか、ＳＯＨＯの

環境が整備されるなど、情報通信関連の人材や事業者の集積が進みつつあります。

今後、こうした豊富な人材を地域の活力創造につなげる仕組みづくりが重要になってき

ます。ＩＴを活用して新たに起業する人材の育成や、そうした人材が生まれやすい環境づ

くりが必要となってきます。

また、人材育成については、情報化社会の中で生きていくための必要な技術の習得やモ

ラルの確立などが早い段階から重要となってくることから、学校教育においても、情報化

教育の充実を図っていくことが求められます。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・各地域にパソコンインストラクターを養成して、できるだけ多くの住民がパソコンにな
じめるように指導することを希望します。
・電子情報化を進めるだけでなく、従来からの地域における社会性の良さを見直すなど
『意識改革』も併せて進めることが重要かと思います。
・学校教育においても情報化が浸透しつつありますが、指導にあたる教職員のスキルに温
度差があるように感じます。児童・生徒だけでなく、教職員にもリテラシー向上の必要
性を感じます。

（３）さらなる情報化に向けた環境整備に関する課題

①地域のコミュニティづくりでのＩＴの活用

本町は、京都府内でも人口増加率の高い町であります。転入者は地域社会との接点があ

まり多くないことから、ＩＴを上手く活用して情報提供を行ったり、コミュニティづくり

のサポートをしていくことが重要となります。

また、世代別では、若い世代からは、子育てに関する情報や娯楽に関する情報が求めら

れており、高齢世代からは、福祉や医療に関する情報提供の充実が求められていることか

ら、こうした住民のニーズにあったコミュニティづくりや情報提供のあり方を考えていく

必要もあります。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・小さな子どもがいると、図書館に行くのも敬遠しがちになります。ホームページで電子
図書（絵本）などを読むことができれば、子どもと一緒に自宅で楽しめていいのではない
かと思います。
・医療、福祉、教育、税金などの身近な情報を詳しく紹介してもらえるととても助かりま
す。
・高齢者や障害のある人など、自由に役場や現地まで行けない人のために、簡単に利用で
きるサービスネットワークを設置してほしいです。
・フリーマーケットやオークション、リサイクルに関する情報を提供してほしい。
・高齢化社会に備え、現在のパソコン世代が高齢者になった時の介護等のサポートやコミ



― 15―

ュニケーションを図るためにネットワークを作ってほしい。
・ホームページ上で、子育てや保育に関する情報を交換できる掲示板や、町からの情報を
希望します。
・デジタルデバイドの解消、高齢者・障害者に対するセーフティーネット的な位置付けと
する地域コミュニティの提供を提案します。

②情報リテラシーの向上

情報化の急速な進展は、情報機器を使えない人を多く生み出す状況をまねいており、そ

の結果として入手できる情報の質や量に格差が生じる可能性があります。こうした問題に

対応していくためには、住民に対し、身近に情報機器の使用を学習できる場を提供したり、

相談体制を充実するといったきめ細かな支援が必要となってきます。

今後、気軽にＩＴに関する学習や体験ができる場やＩＴボランティアなどの人材の育成

など、地域の情報化を総合的に推進していく拠点的な機能が必要となってきます。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・常に町民が利用できるように機器などの充実、設置場所を検討していただきたい。
・ＩＴ関連の講座を定期的に実施してほしい。
・パソコンを使えることが前提であるようなサービスを住民全員が利用できるようにする
ためには、それにあわせた教育や環境整備が必要ではないでしょうか。
・各家庭へのパソコンまたは簡易端末の設置、あるいはそのための助成金の給付を希望し
ます。

③個人情報の保護、人権侵害、犯罪などの防止

情報化が進むことに対する不安の中で最も大きいものは、個人のプライバシーの侵害に

対する不安であり、個人情報の取り扱いについては、細心の注意を払う必要があります。
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受付 発行 約 対応 
情報 

検索と予約受付 

〈情報化アンケート調査（住民）より〉
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誰もが情報化社会の中で日々の生活が安心して送れるよう、通信基盤整備をはじめ、情

報の管理運用体制などの充実を図っていく必要があります。

また、情報の価値、それを守ることの重要性について、広く周知を図るとともに、情報

の適正な管理に従事する人材の育成が求められてきます。

＜懇話会やアンケートなどでの主な意見＞
・アンケートを実施する場合も含め、ＩＴ化の時代には、情報管理全般に十二分に配慮す
るよう切望します。
・個人情報が流出しないようなセキュリティシステムを構築してほしい。
・セキュリティ面と情報化による「情報弱者」のフォローを並行して検討してほしい。
・情報通信手段の進歩と並及は急速であるが、関係者がこれらに遅れをとらぬよう、一層
知識を高め、情報の健全な発展に向け技術的対策（コンピュータウイルス対策など）、実
効性あるルール倫理面での確約（個人情報の流出防止など）など問題が発生しないよう努
力してほしい。
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〈情報化アンケート調査（住民）より〉
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第３章 精華町情報化基本計画の基本理念と目標

これからの地域の情報化の推進に向けては、情報通信基盤の整備や情報伝達手段（コミ

ュニケーションツール）としての活用だけではなく、より豊かで安心して暮らせる地域づ

くりへの視点が重要となってきます。さまざまな情報手段によって、人とひと、人とまち

がつながり、互いに見守り、支えあいの輪が広がっていく、このような社会づくりが望ま

れます。

そのためには、情報化というものをほとんど意識せず、誰もが安心してその利便性を享

受できるユビキタス社会の形成が必要であり、そうした社会の実現に向け、地域の英知を

結集していかなければなりません。

また、地域間競争の時代にあって、地域のさまざまな課題を解決する手段として活用し

ていくことも重要となっています。電子自治体化の推進による行政運営の効率化はもとよ

り、地域のコミュニティづくりや一人ひとりの暮らしをより豊かで利便性のあるものにす

るための情報利用環境の充実などに取り組むことが重要となってきます。

今後、本町がこうした情報化の取り組みを推進し、京都府あるいは全国をリードしてい

く先進的な情報都市に飛躍していくことをめざしながら、誰もが本町に住んでよかったと

いえる、真の意味での豊かなまちづくりを進めます。

このような情報化の理念を踏まえながら、新たな精華町情報化基本計画において、戦略

的かつ計画的に情報化を進めていく上での、めざすべき情報都市像として“人とひと 人

とまちを情報の輪で支えあう豊かなまちせいか”を掲げます。

さらにこのめざすべき情報都市像を具現化していくための目標を次の３つに設定しま

す。

＜めざすべき情報都市像＞
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＜３つの目標＞

１．住民の生命・人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進

情報化を進めていく上では、第一に住民の生命や人権を守っていくという視点が重要と

なってきます。住民の暮らしの安全や安心を支える手段としてＩＴが活用されていくこと

が重要であり、そうした基盤を確立した上で、さらに住民生活の質の向上に向けた情報化

の推進を図ります。

利用する側についても、生命や人権の尊重など一定のルールのもと、ＩＴを活用してい

くことが要求されることから、社会全体で規範意識の確立に努めます。

また、電子政府・電子自治体に向けたさまざまなシステムづくりが進んでいますが、これ

らは、住民のニーズを十分に反映しながら構築していくことが重要であり、真に住民サービ

スの向上につながる情報化をめざします。

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成

本町は、全国的にみても人口増加率が高く、また、情報化に関しても、関西文化学術研

究都市によって各種研究機関が立地しているなど、インフラ面や人材面などにおいて、他

のまちと比較して恵まれた環境にあり、ＩＴの最先端都市としての可能性を持っています。

こうした知が集積された環境を生かして、ベンチャー企業の育成などといった産業振興

に取り組むとともに、学校教育での情報教育の充実や地域におけるＩＴリーダーの養成な

ど、人材の育成を図ります。

住民の誰もがＩＴを積極的に活用することで、人や地域のつながりが強化され、さまざ

まな活動がより広がりのあるものになるよう、ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会

の形成をめざします。

３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり

ＩＴが暮らしの中に浸透していく中で、情報通信機器の操作などに不安を抱える人々へ

の対応が求められています。また、インターネットなどのネットワーク環境の中において、

情報の利用が日常的になる一方で、個人情報の流出や家庭・職場などでコンピュータウイ

ルスの脅威にさらされるなどさまざまな危険性を秘めており、いつでも安心して利用でき

る情報環境が不可欠となってきます。

パソコンをはじめとした情報家電や携帯機器などあらゆる機器を利用して、いつでも、

どこでも、誰もがＩＴの利便性を享受できるユビキタス社会への実現に向けては、技術面

での改良だけでなく、身近な場所で相談やサポートが受けられる仕組みづくりなど、地域

全体での取り組みを進めます。
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そして、安全性を重視した情報化の推進と誰もがＩＴを活用して多様なコミュニケーシ

ョンがとれる社会づくりをめざします。

◇めざすべき情報都市像

24
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第４章 基本的な取り組みと施策体系

第３章の本町における情報化の基本理念や目標を踏まえつつ、今後、住民、企業、行政

において、短・中・長期的に推進する基本的な取り組みについて整理します。

＜施策体系＞

１．住民の生命・人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進

（１）くらしのサービスの充実

①窓口サービスの高度化・情報化の促進

②多様なメディアを活用したリアルタイムな情報提供の推進

③登録・申請など各種手続き業務の高度化

④行政資源の電子化の促進

⑤防災・防犯などの情報化と安全システムの構築

⑥人権侵害などの啓発推進

⑦生活情報ネットワーク化の構築とエコライフの推進

（２）保健・福祉・医療サービスの充実

①健康・福祉・医療管理システムの構築

②介護・医療情報のネットワーク化

③安心子育て情報システムの構築

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成

（１）教育・文化の情報化

①小中学校における情報化の充実

②地域・学校・ＰＴＡの情報の共有化と相互交流、学習連携

③活発な生涯学習推進のための情報化促進

（２）産業の情報化

①中小企業の情報化支援

②地域振興に向けた情報化支援

③農業・農村の高度情報化支援

④ＩＴ分野のベンチャー企業の起業・育成の支援
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３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり

（１）地域コミュニティの情報化支援

①地域における電子コミュニケーション活動の支援

②情報センター（役場）やコミュニティーセンターを核にした地域情報化推進

③地域情報化支援機能の強化

（２）ユビキタス社会の形成、デジタルデバイドの解消

①町全体の情報利用環境の整備

②庁内情報通信基盤整備の充実（ネットワークの高度利用）

③情報化による住民参加・協働の推進

④住民の情報リテラシーの向上

⑤個人情報・プライバシーの保護

⑥情報のユニバーサルデザインの推進
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〈基本施策〉

１．住民の生命・人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進

（１）くらしのサービスの充実

情報化は、住民のくらしをより豊かに便利にするものでなければならないことから、行

政から提供するサービスや発信する情報については、多様化するニーズやライフスタイル

などに配慮しながら、常に住民の視点に立ったシステムづくりを進めます。

また、情報システムの構築や運用にあたっては、住民の生命や人権を守るためのルール

の確立に向けた教育・啓発に努めます。

①窓口サービスの高度化・情報化の促進

すべての部署に関する情報サービスが一カ所で受けられる情報のワンストップサービス

の強化を図るとともに、24時間いつでも情報サービスが受けられるようなノンストップサー

ビスを検討していきます。

また、住民基本台帳カードの有効活用の検討を進めるなどにより、町役場に行かなくて

も、自宅やコンビニエンスストアなどにおいて、同様の情報サービスが受けられるシステ

ムづくりを進めます。

②多様なメディアを活用したリアルタイムな情報提供の推進

町役場が発信する情報については、広報誌だけでなく、ホームページでの積極的な情報

提供のほか、ケーブルテレビや携帯電話など、多様なメディアの活用を図ります。

公共施設やコンビニエンスストアなどでは、情報キオスク端末などの情報提供端末機で

情報提供を行うとともに、住民が入手したい特定の情報については、マイページ作成機能

やアラートメール配信機能などを利用し、リアルタイムな情報の提供を進めます。

③登録・申請など各種手続き業務の高度化

各種登録、申請などの手続き業務については、効率化・電子化を図り、高度化を進めて、

電子申請システムなどの構築を進めます。

④行政資源の電子化の促進

住民への行政サービスや庁内での文書管理事務などあらゆる行政資源の電子化を促進

し、文書管理システムの構築や用品・備品などの電子調達化を推進し、業務の効率化・高

度化を図ります。

また、都市計画、道路、上・下水道などの都市施設関連図や、許認可などに関する図面
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をはじめとする多くの地理情報を統合的にシステム化（統合型ＧＩＳ）し、より効果的・視

覚的な活用を図ります。

⑤防災・防犯などの情報化と安全システムの構築

地震などの突発的な災害に対し、普段からの防災情報を充実するとともに、危険個所や

地域での被害状況などをさまざまなメディアを通じて迅速に提供します。

また、地域の小中学校や各種公共施設、コンビニエンスストアなどの避難場所と災害対

策本部との情報ネットワーク化を進めます。防犯についても、地域、警察、近隣の自治体

などとの連携を図り、携帯電話などを使ったリアルタイムな情報の提供をめざします。

⑥人権侵害などの啓発推進

ＩＴの進展により、誰もが情報化の恩恵を受けることができる一方で、個人情報の漏え

いによってプライバシーが侵害されるなど、人権がおびやかされることが危惧されます。

そこで、学校教育や社会教育において、情報化教育の充実を図るとともに、人権侵害な

どの未然防止に向けた啓発を進めます。

⑦生活情報ネットワーク化の構築とエコライフの推進

本町の豊かな自然を守り、生かして、豊かな住民生活につなげていくため、住民と共に

エコライフを推進し、環境にやさしいまちづくりを進める必要があります。

そこで、住民生活から出るごみなどの廃棄物の収集やリサイクルなどの状況、大気汚染

や水質汚濁などの環境情報をネットワーク化し、住民にわかりやすく情報提供するととも

に、住民が共に学べるよう環境学習や情報センターなどの機能強化を進めます。

（２）保健・福祉・医療サービスの充実

高齢社会におけるさまざまな不安を解消するため、ＩＴの積極的な活用を進める必要が

あります。医療や福祉の分野では、人とひととのふれあいを大切にすることから、こうし

たコミュニケーションの補完を図るシステムの導入や医療機関間におけるネットワークづ

くりなど、温かみのあるＩＴの活用を進めます。

①健康・福祉・医療管理システムの構築

高齢者や障害者、子どもなど、一人ひとりの健康福祉について情報の一元化を図り、相

互連携を図ります。

医療機関の情報化の促進を支援するとともに、医療レセプトのオンライン化などを含め、

総合的な健康・福祉・医療管理システムの構築に向けて検討します。
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②介護・医療情報のネットワーク化

在宅高齢者や障害者とかかりつけ医師や保健師との連絡体制を充実し、常時健康相談が

できるようなネットワークを構築するとともに、一人暮らしの高齢者などが地域で安心し

て暮らせるようなネットワークを構築し、総合的に支援するしくみを育てます。

また、高齢者、障害者、子ども、若者などの多様な情報ネットワークによるコミュニケー

ションの場づくりに努めます。

③安心子育て情報システムの構築

多様な情報が交錯しがちな子育て情報について、保育所などの子育て支援機関による情

報提供を充実するとともに、子どもの健診、予防接種、医療などの情報について、必要な

人へ的確に伝わる情報提供のシステムづくりに努めます。

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成

（１）教育・文化の情報化

学校教育における情報教育やＩＴを生かした「わかる授業」の充実を図るとともに、ＩＴ

を生かして学校と地域社会との連携強化を図ることが重要です。学校やコミュニティーセ

ンター、図書館を一つの拠点として情報化を進めることで、住民相互の交流やふれあいの

場を広げていきます。

地域の文化・スポーツ活動においても、住民のさまざまな活動をサポートするためのシ

ステムを構築することで、生涯学習や生涯スポーツなどの取り組みを広めます。

また、関西文化学術研究都市によって各種研究機関が立地しているメリットを活用して、

企業と連携し、小中高生など若い人材の育成や交流を図っていきます。

①小中学校における情報化の充実

小中学校に教育用コンピュータや校内ＬＡＮの充実を図るとともに、教育用教材のコン

テンツの充実や学校図書検索システムの構築、教職員の情報リテラシーの向上を図りま

す。

学校間のみならず、各教育機関と行政とのネットワーク整備を推進し、情報の共有化や

事務事業の効率化を図ります。

②地域・学校・ＰＴＡの情報の共有化と相互交流、学習連携

地域に開かれた教育と学校づくりをめざし、電子メールなどを活用して、学校と保護者、

地域社会などとの連絡体制の充実を図るとともに、学校での活動情報をホームページに掲

載したり、保護者や地域へ発信しながら、地域全体での教育環境の充実を進めます。
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③活発な生涯学習推進のための情報化促進

図書館や文化財などのもつ資源をデータベース化（デジタルアーカイブ）・情報化・ネッ

トワーク化し、住民が自由に閲覧・参照できるようなシステムを構築して、住民が学ぶた

めの生涯学習の環境づくりを進めます。

住民が自宅や公共施設などで、文化・スポーツ施設などの空き状況の確認や利用予約の

サービス拡充などが図れるよう、広域公共施設間の予約システムの構築をめざします。

（２）産業の情報化

商工業、観光、農業などの産業分野においては、今後、企業間、地域間、さらには国際

間での競争が激化することが予想されることから、ＩＴの戦略的な活用が不可欠となって

きており、産業の情報化の支援を進めます。

また、ＩＴを活用した新たな起業や新分野への展開を図っていくため、異業種間交流や

人材の育成などについても、関係機関との連携のもと、積極的な支援を進めます。

①中小企業の情報化支援

中小企業の情報化に向けては、関係機関との連携のもと、情報化による効率化の推進や

新たな事業展開などが図れるよう、啓発・研修機会の提供に努め、支援体制の強化を図り

ます。

②地域産業の振興に向けた情報化支援

商店の活性化や地域物産の振興を図るため、関係機関との連携のもと、電子商店街（バー

チャルショップ）による商品情報や地域情報の提供などで、ＩＴの積極的な活用を図りま

す。

地域全体の魅力を高めるとともに、観光振興など新たなビジネスチャンスの拡大にもつ

なげるため、本町の豊かな自然や歴史など観光資源の積極的な発信に努めます。

③農業・農村における情報化支援

農業生産者間や関係機関などでの情報交流を促進するとともに、最新情報の提供や経営

相談などの充実を図るため、ＩＴの積極的な活用を支援します。また、そうしたシステム

が有効に活用されるよう農村地域における情報通信基盤の整備を促進します。

インターネットによる産地情報の発信とあわせ、生産者と消費者との双方向システムの

構築支援などによる農業の振興を図ります。また、これらを支える人材の育成・確保を支

援します。
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④ＩＴ分野のベンチャー企業の起業・育成の支援

成長が期待されるＩＴ分野のベンチャー企業に対し、｢けいはんな新産業創出・交流セ

ンター｣との連携を進めながら、新たな起業に対する経営的・情報技術的なコンサルティ

ングの充実を図るなど、インキュベーションの強化を図ります。

ＳＯＨＯ（ソーホー）型ビジネスの育成・支援に努めるとともに、新たに起業をめざす人

材の育成やそうした人材のための情報交換や交流の場の創出に努めます。

３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり

（１）地域コミュニティの情報化支援

情報化は、人とひとがつながり、コミュニティをつくっていくためには欠かせないツー

ルとなってきています。コミュニケーションを活発にし、地域での活動をより充実したも

のにしたり、新しい出会いや交流を創造していくために、ＩＴを積極的に活用していきま

す。

また、誰もがその恩恵を受けられるように身近な地域におけるサポート体制を充実する

ため、地域の拠点づくりや人材の育成を進めます。

①地域における電子コミュニケーション活動の支援

地域における住民のさまざまな活動を支えるとともに、人とひとのつながりや人とまち

とのつながりを深めるため、住民の誰もが参画できるような電子コミュニケーション活動

を支援します。

自治会といった地域の活動団体のネットワーク強化や地域のまちづくり活動への住民参加

の多様な機会づくりを図るため、電子コミュニケーションに関する情報提供やホームページ

などによる情報発信を支援します。

また、国際交流による異文化とのコミュニケーションや、本町に在住する外国人の生活

支援を充実するため、インターネットなどの活用を促進します。

②情報センター（役場）やコミュニティーセンターを核にした地域情報化推進

情報センター（役場）やコミュニティーセンターにおける既存のコンピュータなどの有効

活用や充実を図り、住民が身近な場でＩＴを体験したり、活用できる環境づくりに努めま

す。

また、情報センター（役場）やコミュニティーセンターによる身近な地域情報の発信や窓

口相談サービス機能の充実を図ります。

③地域情報化支援機能の強化

本町の住民活動、ＮＰＯ、企業、行政などの情報が一元化するような、地域ポータルサ
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イトの構築を進めます。

また、関係機関の連携のもと、地域の情報化を支えるサポートセンター的な機能の充実

やＩＴボランティアなどの人材育成に努めます。

（２）ユビキタス社会の形成、デジタルデバイドの解消

情報社会の進展に従い、個人情報の漏えい、人権の侵害、知的所有権の侵害などさまざ

まな問題が出てきています。誰もが安心してＩＴを利用できる環境づくりに向け、セキュ

リティの強化や運用ルールの確立など情報利用環境の整備を進めます。

また、技術の進歩とあわせて、老若男女を問わず、いつでも、どこでも、誰もが情報化

の恩恵が受けられるユビキタス社会づくりをめざします。

①町全体の情報利用環境の整備

本町の地域全体における情報通信基盤の高度化を促進するとともに、光ファイバ、ケーブ

ルテレビ網、無線などを活用して、地域イントラネットの充実を図り、防災・防犯情報シ

ステムなど住民のくらしを支える情報利用環境の整備を図ります。

②庁内情報通信基盤整備の充実（ネットワークの高度利用）

電子役場の推進とともに住民サービスの向上に向け、町役場や関係機関における情報通

信基盤の高度化を図ります。また、行政機関や教育機関などを体系的にネットワーク化し

て本町の総合的な行政ネットワークの充実を図り、各機関の連携強化を進めます。

また、業務の効率化に向けた各種情報システムを構築するとともに、それらを有効に活

用するため職員の情報リテラシーの向上に努めます。

③情報化による住民参加・協働の推進

インターネットやケーブルテレビなど多様なメディアや電子会議室などを活用して、住

民の町政への参加機会の充実を図ります。

また、パブリック・インボルブメント、パブリック・コメントなどの制度についても、

電子上の利点を生かして積極的に活用していきます。

④住民の情報リテラシーの向上

高度先端技術の体験学習やＩＴ講習会などを支える人材の育成などの機能を持ち、地域

の情報化を総合的に推進する拠点の整備に努めます。

また、学校における情報教育や地域でのＩＴ講習会などの学習や相談の場の充実を図り、

住民の情報リテラシーの向上をめざします。
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⑤個人情報・プライバシーの保護

町役場のもつ個人情報について、プライバシー保護を徹底するとともに、さまざまな個

人情報以外の情報についても取り扱いの適正化を図るため、セキュリティポリシーの遵守

や職員教育を進めます。

また、住民や企業においても情報社会の中で、人権侵害の加害者や被害者とならないよ

う啓発などを進めます。

⑥情報のユニバーサルデザインの推進

障害者、高齢者、転入者、学生、外国人、観光客など誰もが町の提供する情報サービス

を利用できるよう、情報のユニバーサルデザイン化を進めるとともに、使いやすい情報機

器の普及促進に努めます。
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第５章 重点的な取り組み

基本的な取り組みのうち、次に掲げるものを特に重点的・優先的に取り組み、今後５年

間で情報都市像の実現をめざします。

１．安全・安心システムの構築

～住民の生命・人権を守り、生活の質向上に向けて～

住民の安全を守り、安心できる情報のリアルタイムな提供と双方向による行政サービス

の実現を図ります。

また、積極的に電子役場の推進を図ることにより、効率的なサービスの提供体制の充実

を図っていきます。

＜重点施策＞
①電子役場の推進

町の広報誌とホームページとの連携強化を図り、わかりやすい情報提供に努めるととも

に、防災・防犯情報や子育て・介護・福祉情報など住民が安心して暮らせるための情報提

供の充実と、ホームページのアクセス数を増やす工夫を図ります。

また、電子申請・調達システム、文書管理システムの構築など電子役場の推進を図ると

ともに、ホームページ上における意見交流の場の設置など住民との双方向化を進めます。

②統合型地理情報システム（統合型ＧＩＳ）の構築

現在、庁内の複数の部署が保有、または、独自に作成している地図データを各部署が共

用できる統合型の地理情報システムへの構築を図り、業務の効率化などを進めます。

また、住民の誰もが、ホームページや携帯電話などの情報通信機器で閲覧できる生活地

図の情報提供など、地域のさまざまなまちづくりに活用できるシステムの整備に努めます。

③人権侵害などの啓発

住民の誰もが安心してインターネットなどの情報通信機器が利用できるよう、モラルの

向上に向けた啓発や教育の機会の充実を図ります。

２．知の集積・ネットワークと産業の活性化

～ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成に向けて～

ＩＴ分野における新たな起業を促進するため、関係機関との連携のもと、人材育成を進
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めるとともに、広域的な連携の強化を図りながらＩＴ分野における産業の集積を誘導しま

す。

住民や中小企業が関西文化学術研究都市の知を生かし、新たな活力を創造し、ネットワー

クを形成することで、地域産業の活性化が図れるよう支援します。

＜重点施策＞
①ベンチャー企業の育成・支援

ＩＴ分野における新たな起業を育成・支援するため、｢けいはんな新産業創出・交流セ

ンター｣との連携のもと、各種相談体制の充実や人材育成機能、交流機能などの充実を図

ります。

②農業・商工業・観光事業における高度情報化の推進

地域農産物の流通や販路開拓のシステムづくりにおいて、情報化を支援するとともに、

住民と生産者との距離を縮め、安心して農産物などを消費できるようなネットワークづく

りに努めます。

また、商店街や地域の物産・観光の振興を図るため、地元地域からの情報発信を積極的

に支援します。

③ＩＴ最先端都市を支える人材育成

関西文化学術研究都市におけるＩＴ関連企業やＮＰＯなどとの連携を図りながら、ＩＴ

に関する専門的な知識や技術が身につけられるような体制づくりを促進し、ＩＴリーダー

の育成に努めます。

また、小中学校における情報環境の充実と情報化教育の推進を図り、ＩＴ最先端都市を

支える人材の育成に努めます。

３．デジタルデバイド解消と地域情報化によるコミュニティ醸成

～誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくりに向けて～

デジタルデバイドを解消し、すべての住民が、いつでもどこでも情報化のサービスを享

受できるよう、ホームページのアクセス数を増やす工夫や環境づくりを進めます。

また、誰もが情報通信機器を使いこなせるようになることで、住民間のコミュニケーシ

ョンの輪が広がり、地域での活動が活発になるよう、コミュニティの醸成を図ります。
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＜重点施策＞
①情報センター（役場）やコミュニティーセンターを核とした地域情報化の展開

個々のレベルに応じたきめ細かな指導や、情報化に関してさまざまな相談ができるＩＴ

ボランティアの育成を支援するとともに、ＩＴ講習の充実を図るため、情報センター（役

場）やコミュニティーセンターを地域の情報化推進の拠点として整備します。

②地域ポータルサイトの構築

住民、ＮＰＯ、企業などとの連携の強化を図りながら、地域情報が一元的に入手できる

地域ポータルサイトの構築を支援するとともに、住民のニーズに応じた情報がリアルタイ

ムに提供できる体制づくりを進めます。

③情報のユニバーサルデザインの推進

情報のバリアフリー化を進めるため、ホームページのユニバーサルデザイン化や多様な

メディアによる町政情報の提供を図り、障害者、高齢者、転入者、学生、外国人、観光客

など、あらゆる人へのサービスの充実を進めます。
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第６章 実現の方策

今後、情報化施策を進めていくにあたっての体制や仕組みづくり、留意すべき事項につ

いて整理します。

１．協働による推進体制づくり

情報化の推進は、システムの開発や人材の育成など継続的な取り組みを必要とするもの

が多く、多額の費用を必要とするものも少なくないことから、計画的な実施と進行管理が

重要になってきます。

今後、計画の実現に向け、庁内の推進体制だけでなく、住民、企業と行政の協働による

新たな推進体制づくりが必要です。

また、協働による情報化の推進に向けては、住民、企業と行政との役割分担の明確化や

受益者負担の視点なども重要となってきます。

（１）庁内推進体制づくり

情報化に関する施策や事業の実施にあたっては、庁内における横断的な連携が不可欠で

あり、各課における情報化推進担当者による連絡調整機能の強化を図ります。

また、横断的な連携が必要なシステムの開発にあたっては、研究会やプロジェクトチー

ムを設置するなど円滑な推進が図れるように努めます。

（２）計画の進行管理

情報化施策・事業の推進にあたっては、限られた予算の中で優先順位をつけながら効率

的に取り組む必要があるとともに、その成果を住民に公表していくことが求められてきま

す。

計画の進行管理については、実施計画を作成し、計画的に進めていきます。

（３）住民との協働による推進体制づくり

庁内における推進体制とともに、住民や企業、ＮＰＯとの連携を図るため、精華町情報

化基本計画検討懇話会で募った委員をもとに、新たな推進体制づくりを図ります。

計画の進行管理や施策・事業の評価を並行して進めるとともに、相互の役割分担を明確

にしながら、地域全体で継続的に情報化の推進が図れるよう仕組みづくりを進めます。
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２．電子役場の構築

厳しい財政状況の中で効率的な行財政運営を進めていくためには、電子役場の構築が重

要となってきます。電子役場の構築にあたっては、単に事務処理の情報化を図るだけでな

く、従来の業務プロセスを根本的に見直して、簡素で効率的な新たな行政システムの構築

を図ります。

また、行政内部の効率化とともに、ノンストップサービス化の実現やワンストップサー

ビスの充実など利用者の視点に立った、わかりやすい行政運営に心がけ、住民サービスの

向上を図っていきます。

（１）行政業務の効率化の推進

電子役場の推進とあわせて、行財政改革の取り組みとの連携を図りながら、既存業務の

進め方の見直しのみならず、業務そのものが必要かどうかの再考、さらには業務や組織の

あり方までを考慮して、根本的な変革を行い行政業務全体の効率化を図ります。

（２）情報の管理体制の確立

行政が保有する膨大な行政情報や地域情報を効果的に政策形成や住民サービスの提供に

活用できるよう、情報の管理体制の確立に努めます。

特に統合型の地理情報システムの構築は、政策形成における有効なツールとして住民と

行政が共有を図るべき情報であり、こうした行政のもつさまざまな情報を積極的に活用し

ていきます。

また、電子役場の構築にあたっては、住民が必要とする情報を的確に提供できる仕組み

やシステムづくりも重要であることから、住民満足度の向上に向け、行政サービスなどを

効率よく更新する情報の管理運用に努めます。

（３）職員の情報リテラシーの向上

電子役場の推進に向けては、庁内全職員が情報通信機器の操作能力の向上を図るととも

に、ネットワーク環境を生かして、横断的な連携を図りながら施策の企画立案から実施を

進めるなど、より高度な情報化に関する資質の向上を図っていきます。
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３．情報の提供・公開と個人情報の保護

これからの住民と行政の協働によるまちづくりに向けては、情報の積極的な提供が不可

欠です。従来の広報誌に加えて、インターネットやケーブルテレビなど多様なメディアで

の情報提供が重要となってきます。

多様化する住民ニーズに対応していくためには、それぞれのメディアの特性をとらえな

がら、効果的にその利用方法を検討し活用していきます。

また、情報の提供、公開や各種情報システムづくりにあたっては、個人情報の保護やセ

キュリティポリシーの遵守など適正な管理体制の確立に努めます。

（１）個人情報の保護

各種情報システムの中には、個人情報を含むものも多く、その適正な管理体制を構築し

ます。

また、今後、住民基本台帳ネットワークシステムなど外部との情報連携が飛躍的に進む

ことから、個人情報の保護に向けて万全の体制づくりに努めます。

（２）セキュリティ対策

行政が管理する情報システムの拡大に従い、データの破壊、改ざん、漏えい、不正使用

などが発生した場合、その影響は深刻なものとなります。

情報システムの構築・運用にあたっては、セキュリティポリシーの遵守やセキュリティ

確保の体制づくりなど、対策を十分に講じるものとします。

（３）知的所有権の保護

インターネットの普及は、さまざまなデータを収集・加工できる環境でもあることから、

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的所有権の保護が必要となりま

す。

本町においても、ソフトウエアやデータベースの活用などに関して、その適正な取り扱

いに努めます。
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４．広域的な連携

住民の日常の行動範囲は拡大しているので、さまざまな行政サービスを提供するにあた

り、市町村の枠を越えた連携が重要となっています。

今後、情報化の推進においては、効率性や住民サービスの向上の観点から広域的なシス

テムの構築やサービス提供の体制づくりが重要であり、基盤整備やシステム開発にあたっ

ては、国や府および近隣市町村との連携の強化を進めます。

（１）国、府との連携

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）や京都デジタル疏水ネットワークなど国、府レベル

での総合的な情報ネットワークシステムを積極的に活用して、業務の効率化や迅速化に向

け、連携強化を図っていきます。

また、情報化関連の施策に関して、国や府の施策・事業の積極的な活用を進めます。

（２）近隣市町村との連携

京都デジタル疏水ネットワークを活用して、文化・スポーツ分野や環境、産業振興など

広域的に取り組むことが有効である分野については、積極的に連携を図っていきます。
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１調査の目的

本アンケート調査は、高度情報化社会へ向け精華町がめざすまちづくりの中で、

地理特性や産業特性、住民のライフスタイルに合った情報通信基盤（情報サービスな

どを含む）のあり方を検討していくために、住民が情報化についてどのように考えて

いるかを把握することを目的に実施する。あわせて、精華町として今後の情報化施

策の方向づけを行う総合的な「精華町情報化基本計画(仮称)」を策定するための基礎

資料とする。

２調査方法

(1)調査対象

◆住民：１６歳以上の住民基本台帳

◆企業：町内立地の企業・研究所、またはベンチャー企業

(2)調査対象者数

◆住民：男性７５０人、女性７５０人　計１，５００人

◆企業：１００社

(3)対象者抽出方法

◆無作為抽出

(4)調査手法

◆郵送配布、郵送回収による郵送調査法

(5)調査期間

◆平成16年８月６日から平成16年８月27日まで

(6)そのほか

住民へのアンケートは、回答のしやすさ、また統計的な分析を行うため、選

択式を中心とする。

企業へのアンケートは、対象を絞り（１００社）、具体的な提言や意見を収集

するために記述式を中心とする。

３回答数

◆住民：５２４人（男性２３７人、女性２７８人、無記入９人）

◆企業：８１社

資料 ―１
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平成17年７月19日から８月17日までの期間、｢精華町情報化基本計画(案)｣に関する意見募
集を行った結果、７人の方から、延べ１９件のご意見をいただきました。これらの内容は、
今回の基本計画の理念に関することから、具体的な取り組みや方策に対する提案まで、幅広
いご意見をいただきありがとうございました。

ご意見の内容とその数は、以下のとおりです。なお、提出いただいたご意見は、適宜要約
するとともに、同じ内容のものは整理をし、まとめて記載しています。

○全般に関すること　　２件
○文章や表現に関すること　　２件
○前文、精華町を取り巻く状況に関すること　　１件
○基本理念と目標に関すること　　２件
○基本的な取り組み・重点的な取り組みに関すること　　８件
○実現の方策に関すること　　３件
○意見募集（パブリック・コメント）に関すること　　１件

資料 ―４

項番 

１ 

項　　　目 

○全般に関すること 

○文章や表現に関すること 

○前文、精華町を取り巻く状況に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

夢のある計画に 表紙を除けば、全国どこの町でも使えそうな計画であると
いう気がします。｢第５章 重点的な取り組み｣にしても、
総花的な感じがします。欲を言えば、もっと夢のある計画
がほしいと思います。2012年までの計画にしては、現時点
で可能なものばかり集めた小粒な計画に見えます。

ＩＴの進展は８年先まで見通せないほど日
進月歩であり、新しい技術動向などは、実
施計画（短・中・長期）に取り入れ、実現
を図る予定です。（短期…３年、中期…５年、
長期…８（最終）年） 

２ 

計画全体に対して 情報の発信源はどこか？
どこでだれがどのように、情報というパッケージにする
のか？
責任はだれが持つのか？
情報を得る手段はどこか？
情報を得る手段は何か？

計画全体の主旨は、第１章を中心に記載
させていただいています。 

３ 

個々の施策レベルの整理 個々細部の計画に関して、政府レベルで取り組むもの、京
都府レベルで取り組むもの、すでに提供されているサービ
スに対して連携を取ることで充足できるものなどが、計画
として混在していますので、代替可能なサービスがすでに
実現されている項目に関して見直しをされるべきではない
でしょうか。

住民生活の向上に必要な情報化を推進す
る計画であることから、多様なレベルが
混在化していますが、実施主体などは実
施計画において整理します。 

４ 
用語説明について 用語説明があるのは、大変良いと思うが、ただし、説明

不足のものもあり、一般の人には理解できないものもあ
ると思います。 

再度、見直しを行い、わかりやすくして
いきたいと考えます。 

５ 

情報通信基盤について 現在、ＮＴＴの電話で、ＡＤＳＬができない地域（精華台） 
があり、情報化が立ち遅れています。光ファイバを各個
人の費用で敷設すればよいのかもしれませんが、それで
は町の施策といえないと思います。

第4章－3－（２）－�に主旨は記載していま
す。具体的な施策に関しては、実施計画に
おいて整理します。
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項番 

６ 

項　　　目 

○基本理念と目標に関すること 

○基本的な取り組み・重点的な取り組みに関すること 

○実現の方策に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

情報化が感じられる計画に 本当の情報化は、自分で何とか情報を得るという難しい
ものではダメなのですよ。ここにアクセスすれば、何と
かつながるというぐらいの信頼できるソースにしなけれ
ば誰も利用できません。ここにアクセスすれば、急に子
どもが病気をしても、留守番をしてくれる人が来て、病
院まで送ってくれる人がいて、病院では受け入れ態勢が
できていて、専門医がいなくても、インターネットテレ
ビ電話で、専門医のアドバイスの下に治療がされる。こ
ういうのが、「ＩＴ化の本質」じゃないのでしょうか。  

第３章－３で、ＩＴの本質については概ねイメー
ジしています。 

７ 

電子化による緊急時の情
報について 

アンケートにもあったように、緊急時に正確な情報を早
く得られることさえクリアーできれば、普段は、自分で
何とかして情報を得ているので、行政が何から何まで、
面倒を見る必要性はないと思いますし、税金のムダ使い
になります。 

第３章－１と３で、概ねイメージしています。 

８ 

住基カードの有効活用また
は多機能ＩＣカードシステム
の導入について 

住基カードはＩＣカードであるということが特徴です。
その有効活用については、国の指導もあります。計画の
中には触れられているのですが、具体的な目的利用はあ
るのでしょうか。それとも、独自の多機能ＩＣカードシ
ステムを構築されるのでしょうか。  

第４章－１－（１）－�に主旨は記載しています。
また、独自のシステムを開発する予定は、この計
画にはありませんが、具体的な施策は実施計画
において整理します。 

９ 
社会的弱者の方々に配慮を 情報化や電子的な行政サービスを進めるうえで、常に障

害者などのいわゆる社会的弱者の方々への配慮を忘れな
いでください。  

第４章－１－（２）と第４章－３－（２）－�に主旨は
記載しています。 

10

開放されているパソコンの
更新や設置について 

むくのきセンターのパソコン教室で使用されているパソ
コンなどの機器が老朽化していると感じていますが、こ
れらの更新はどのように考えておられるのでしょうか。
また、役場と同じように、むくのきセンターにもインター
ネットが見れる開放端末を置く必要性があると思います。
理由は、パソコン教室を開催している場所であることと、
施設の予約情報を確認する意味からです。今後、電子自治
体を推進するのであれば、住民に対する情報リテラシーの
向上は欠かせない項目の一つと感じます。 

第４章－１－（１）－�と第４章－３－（１）－�、第４
章－３－（２）－�に主旨は記載しています。 

11

ＩＴサポートの充実を 町内の各地域にＩＴボランティアを育成し、パソコンに
不慣れな方、子育て中の方、社会的弱者の方などに対し
て、窓口相談を開設するなどのサポートを充実させてほ
しい。  

第４章－３－（１）－�に主旨は記載しています。 

12

外国人への支援について 精華町は外国人の居住者も多く、その対応は不可欠で
す。しかし、精華町の外国人への対応はまだまだであり、
ホームページを利用し、在住外国人に母国語での生活
情報を提供する必要性があります。また、国際化の推進
にインターネットが大変効果的だと思いますが、更新が滞
っていたり、英語しかないホームページの状況をどのよう
にお考えですか。

第４章－３－（１）－�と、第４章－３－（２）－�
に主旨は記載しています。具体的な施策に関
しては、実施計画において整理します。 

13

テレビ電話会議の可能性
について 

庁内の会議も、ＩＰ電話などを使って「テレビ電話会議」
をしたら、会議室に集まる必要もないし、自宅からでも出
張先からでも、他の事務所からでも会議に参加ができ、
時間の有効利用が図れ、事務の効率化が図れるのでは
ないでしょうか。

第４章－３－（２）－�と、第４章－３－（２）－�に
主旨は記載しています。テレビ会議システムなど
は、実施計画において検討します。 

14
電子会議システムの構築
について 

行政と住民とのパートナーシップには対話が不可欠であ
り、双方向の電子会議システムは非常に有効だと思いま
す。住民みんなが地方自治に参加できるシステムを考え
てください。

第４章－３－（２）－�に主旨は記載しています。 

15
具体的な取り組みの表示
について 

第５章の具体的な取り組みについては、マイルストーン
のような５年間の時間軸を念頭においた図表などによる
表示を望みます。

第5章で記載されている実施内容などは、実
施計画において整理します。 

16
効果的なシステムの構築を 効率的な行政システムの構築を図るためには、行政組織

内部の意思決定をトップダウンではなく、フラット化し
ていくように情報システムを構築する必要がある。

第６章－１に主旨は記載しています。 
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項番 

17

項　　　目 

○意見募集（パブリック・コメント）に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

計画実行の具体性につい
て 

この情報化基本計画を具体化するにあたり、計画の進展状
況について、懇話会メンバーに定期的に報告するなり、あ
るいは外部評価や住民評価をしてもらう機会をつくるなど
して、実効性の担保をつくってほしい。

第６章－１に主旨は記載しています。 

18
国・京都府との連携を 国・京都府との連携を十分に行い、整合性のとれた無理

やムダのない施策を実施してほしい。
第６章－４に主旨は記載しています。 

パブリック・コメントをする時期は、懇話会での提言書
作成中に組み込んだ方が良かったのではないだろうか。
パブリック・コメントで出された意見を提言書に取り入
れることによって、より充実した提言書になったのでは
ないかと思う。

提言書をまとめるにあたり、アンケートや
意見募集、ヒアリングを実施し、住民の声
を反映させています。そのため、情報化基
本計画案への意見募集としました。

19

パブリック・コメントの
主体について 
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精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱

（目的）

第１条　この要綱は、精華町情報化基本計画の策定に当たり、町民等の幅広

い意見を反映するため、精華町情報化基本計画検討懇話会（以下「懇話会」

という。）を開催し、もって情報通信技術の活用による、地域の情報化及び

町行政の情報化（以下「情報化」という。）を推進し、町民の利便性向上、

行政の効率化、町民と行政の情報の共有化等に資することを目的とする。

（所掌事務）

第２条　懇話会は、町における新しい情報化基本計画策定のために必要な調

査、研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。

（委員）

第３条　懇話会は、委員１０名以内をもって組織する。

２　委員は、学識経験者、民間関係団体等の代表者及び町民のうちから、町

長が委嘱する。

３　委員の任期は、委嘱の日から新しい情報化基本計画策定に資する調査、

研究を終了し、報告を行う日までの期間とする。

４　委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第４条　懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会議を招集し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

４　会長が必要と認めるときは、懇話会の会議にそのつど関係者の出席を求

めて、その意見又は説明を聞くことができる。

５　懇話会の会議は、原則公開とし、会議の傍聴等を行うことができるほか、

次のとおりとする。

� 懇話会の議論に関し、意見書を提出することができる。

�　会議の公開に関し、必要な事項は別に定める。

（庶務）

第５条　懇話会の庶務は、総務部財政課情報システム係において行う。

資料 ―５
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（その他）

第６条　この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催及び運営に関し必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。

附　則

１　この要綱は、平成16年10月１日から施行する。

２　この要綱施行後最初の懇話会の招集は、第４条の規定に関わらず、町長

が行う。
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精華町情報化基本計画検討懇話会公開要領

（趣旨）
第１条　この要領は、精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱第４条第５
項第２号の精華町情報化基本計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）の
公開の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。
（公開方法）
第２条　会議の開催については、広く町民が参加できるよう配慮するものと
する。
２　傍聴席および意見書の提出に関し、必要な措置を講じるものとする。
（公開の手続き）
第３条　会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で、自己の住
所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
（傍聴人の定員）
第４条　傍聴に関して特に定員を定めないが、会場等の都合により会長が議
事の進行に支障があると認めたときは、傍聴を制限することができる。
（傍聴できない者）
第５条　次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴できない。
� 会議の出席者等に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者。
� 議事の進行を妨げるおそれのある物を所持している者。
� その他、議事の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認めら
れる者。
（傍聴人の守るべき事項）
第６条　傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
�　会議における意見に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明し
ないこと。
� 私語を慎み、みだりに席を離れないこと。
� 会議の秩序を乱し、また議事の進行の妨害となるような行為をしないこ
と。
（撮影、録音等の禁止）
第７条　傍聴人は、写真、録画等の撮影をし、または録音等をしてはならな
い。
（意見書の提出）
第８条　会議の内容等に関し意見のある者は、会議の終了後に指定された様
式により、意見書を提出することができる。

資料 ―６
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（意見書の取りまとめ）
第９条　懇話会の庶務は、提出された意見書を取りまとめ、次回の懇話会で
報告するものとする。ただし、必要がある場合は、懇話会の開催までに報
告することができる。
（係員の指示）
第10条　傍聴および意見書を提出しようとする者は、すべて係員の指示に従
わなければならない。
（会議録の公開）
第11条　会議録は、発言内容を要約することとし、委員名を挙げて公開する
ものとする。
（定めのない事項）
第12条　この要領に定めのない事項が生じたときは、その都度、会長が会議
に諮って定めるものとする。
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精華町情報化基本計画検討懇話会委員名簿

（50音順）

資料 ―７

氏　　名 所　　　　属 役 職 等

青木　達男 ㈱世須羅 会社役員

天野　貴之 ㈱けいはんなインフォザール 専任講師

岩井　三郎 町内在住（里地区） 一般公募

郷原　秀昭 ＮＰＯ法人けいはんな文化学術協会 理事

清水　　毅 町内在勤（山田地区） 一般公募

濱田　敦子 朗読ボランティア『ひびき』 会長

林　けい子 町内在住（桜が丘地区） 一般公募

村 一美 ㈱キネット 技術・営業部長

山本　正明 せいか地域ITボランティア『ITゆう』 会長

渡辺　好章 同志社大学工学部電子工学科 教授
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精華町情報化基本計画検討懇話会開催経緯

資料 ―８

日 程  備 　 考主 　 な 　 内 　 容  

事前協議 
（平成１６年１０月１日） 

第１回 
（平成１６年１０月１４日） 

第２回 
（平成１６年１１月４日） 

事前協議 
（平成１６年１１月２４日） 

第３回 
（平成１６年１２月１日） 

事前協議 
（平成１７年１月３１日） 

第４回 
（平成１７年２月２１日） 

提言書提出 
（平成１７年３月１７日） 

懇話会の進め方に関しての協議 

町長あいさつ

懇話会の設置
　(1) 委員の委嘱・紹介
　(2) 会長、副会長の選出

議事
　(1)国・京都府における情報化推進施策について
　(2)精華町の情報化概要について
　(3)情報化基本計画の策定について
　(4)今後の進め方について
　(5)基本計画策定にかかる情報化アンケート調査
について

　(6) 討議 

議事
　(1)「デジタルテレビを活用した地域情報化について」
　　　　松下電器産業株式会社関西支店
　　　　ｅサービスグループ担当課長　奥野慎也氏
　(2)｢基本計画策定にかかる情報化のアンケート調査
の結果について｣

　(3)「携帯電話を活用した社会インフラ」
　　株式会社世須羅　代表取締役　青木達男氏
　(4) 第１回懇話会の報告について 

基本計画策定にかかる情報化アンケート調
査について 
 
●調査方法 
　(1)調査対象 
　　◆住民：１６歳以上の住民基本台帳 
　　◆企業：町内立地の企業・研究所、 
　　　　　  またはベンチャー企業 
　(2)調査対象者数 
　　◆住民：男性７５０人 
　　　　　 女性７５０人 
　　　　　 計１，５００人 
　　◆企業：１００社 
 
●回答数 
　　◆住民：５２４人 
　　（男性２３７人、女性２７８人、無記入９人） 
　　（回答率　３４．９％） 
　　◆企業：８１社 
　　（回答率　８１．０％） 

各委員からメールで、各々の分野
での意見募集を実施 

各委員からメールで、実現させた
い情報化施策の意見募集を実施 

第３回に向けての協議 
各委員からの意見集約について 

議事
　(1)「各委員からの意見書の検討について」
　(2) ｢本懇話会からの提言について｣ 

第４回に向けての協議
提言書（案）に関する協議 

議事
「提言書（案）について」 

「精華町情報化基本計画策定に向けた提言
書」を懇話会会長から精華町長に提出 
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情 報 系 シ ス テ ム 一 覧

資料 ―10

サブシステム名称 システム概要 運用部課

住民記録システム 住民基本台帳管理及び住民票発行業務、各種照会業務等 民生部住民課

選挙システム 選挙人名簿管理及び選挙入場券発行業務等 総務部総務課

徴収システム 収納消込及び口座振替業務 総務部税務課

住民税システム 課税計算及び賦課台帳管理、納税通知作成業務等 総務部税務課

固定資産税システム 課税計算及び賦課台帳管理、納税通知作成業務等 総務部税務課

軽自動車税システム 賦課台帳管理及び納税通知作成業務等 総務部税務課

起債管理システム 起債償還表管理業務 総務部財政課

国民健康保険システム 賦課台帳管理及び納税通知作成、医療費給付業務等 民生部住民課

国民年金システム 国民年金被保険者台帳管理及び口座振替業務等 民生部住民課

児童手当システム 児童手当受給者台帳管理及び口座振替業務等 民生部児童育成課

学齢簿システム 学齢簿管理及び入学通知業務等 教育部学校教育課

確定申告事務支援システム 国税申告及び申告相談業務等 総務部税務課

健康管理システム 各種検診データ及び予防接種台帳管理業務等 民生部衛生課

老健・医療システム 老人保健・福祉医療受給者台帳管理及び口座振替業務等 民生部住民課

土木積算システム 公共土木等単価計算業務 事業部監理課ほか

自動交付機システム 住民票及び印鑑証明書、各種税証明書の自動交付業務 民生部住民課

財務会計システム 予算編成及び予算執行、出納、決算、決算統計業務等 総務部財政課

印鑑システム 印影データ登録及び印鑑証明書発行業務等 民生部住民課

家屋評価システム 平面図作成及び評価計算業務等 総務部税務課

保育料システム 支弁台帳管理及び保険料通知業務等 民生部児童育成課

多目的徴収システム 非システム化課税事務における口座振替等の汎用的徴収業務 出納部出納課ほか

人事給与システム 給与計算及び人事管理業務 総務部総務課

交付税公債台帳システム 交付税公債台帳管理業務 総務部財政課

図書システム 書誌情報及び貸出管理業務等 教育部図書課

電子メールシステム インターネットメッセージ交換管理業務 総務部財政課

行政情報ネットワークシステム 庁舎構内ネットワーク（統合配線）システム及び外部職場 総務部財政課
ネットワーク・関係機関等ネットワーク・端末型ダイア
ルアップ接続、ＩＣカード認証業務等

宛名管理システム 住登外納税義務者を中心とした住記汎用宛名管理業務 総務部税務課

外国人登録システム 外国人登録及び外国人登録証発行業務等 民生部住民課

介護保険システム 被保険者台帳管理及び介護保険現物給付業務等 民生部福祉課

幼稚園補助金システム 幼稚園助成対象者管理及び口座振替業務等 教育部学校教育課

新着情報配信システム 新着情報公開管理業務 総務部企画調整課

戸籍システム 戸籍登録及び戸籍証明書発行業務等 民生部住民課

会議室・公用車予約システム 庁舎内会議室予約台帳管理及び文字表示案内装置管理業務 総務部総務課

スケジュール管理システム 組織別個人スケジュール情報管理業務 総務部財政課

ＩＴ資産管理システム コンピュータ・ネットワーク資産在庫管理業務等 総務部財政課

町民カード管理システム 町民カード保有者を各種サービスの対象とするためのデー 民生部住民課
タベース管理業務
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サブシステム名称 システム概要 運用部課

インターネットサービスシステム インターネット個人認証業務 総務部財政課

インターネット健康相談システム インターネット健康相談応答及び簡易健康データ管理業務 民生部衛生課

公共施設予約システム 公共施設予約台帳管理及び許可書発行、インターネット照 総務部総務課ほか
会・仮予約受付業務

総合窓口接客支援システム 接客支援シナリオ管理及び各種申請書一括発行、他課業務 民生部住民課
依頼管理業務等

電話受付履歴管理システム 代表電話一次受付及び転送履歴、接客対応情報管理業務 総務部総務課

インターネットダウンロードシステム インターネット行政資料等配布管理業務 総務部財政課

インターネット映像配信システム インターネット映像コンテンツ製作及び編集、蓄積整理、 総務部財政課
配信業務

パブリック・コメントシステム 施策分野別インターネット公聴業務 総務部企画調整課

議事録検索システム 議事録検索支援業務 議会事務局

財産管理システム 公有財産台帳管理業務 総務部財政課

障害者福祉システム 身体障害者手帳、療育手帳台帳等のデータ管理業務 民生部福祉課

住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳の全国的コンピュータ・ネットワーク支援業務 民生部住民課

身体障害者支援費対応システム 支援費の受給者データ管理業務 民生部福祉課

債務負担行為管理システム 委託・賃貸借契約の複数年度契約管理業務等 総務部財政課

総合行政ネットワークシステム LGWANサービス、京都デジタル疏水ネットワーク、公的個 総務部財政課
人認証サービス管理業務等

生活保護システム 傷病届発行、支給業務、台帳管理業務等 民生部福祉課

ホームページ作成支援システム ホームページ管理業務 総務部財政課
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用　語　説　明

（アルファベット順）

ｂｐｓ（Bits Per Second）:通信回線などのデータ転送速度の単位のこと。ビット毎秒。

1bpsは、１秒間に１ビットのデータを転送できることを表す。

ＣＲＭ（Customer Relationship Management）:データベースに自動的に蓄積された利用情

報などから顧客の好みや傾向を分析し、それに応じたサービスを効率よく更新（カスタマイズ）

する手法のこと。顧客ニーズに先回りした情報提供やサービスを創出するのに有効である。

ｅ－Ｊａｐａｎ : 2000年９月21日に森首相（当時）が所信表明演説の中で掲げた、すべての国

民が情報通信技術を活用できる日本型ＩＴ社会を実現するための構想のこと。

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ :国のＩＴ戦略本部において、2001年（平成13年）１月に決定された

「e-Japan戦略」は、高速インターネットに接続する世帯数を大きく引き上げるなど、特にイ

ンフラ整備の部分で大きな役割を果たした。そうした成果を踏まえ、ＩＴ基盤をさらに社会

全体で活用し、国民がＩＴの便利さを実感できるような社会を実現するため、「e-Japan戦略

Ⅱ」（平成15年７月）として決定された第２期のＩＴ国家戦略のこと。

ｅ－ラーニング :パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して教育を行うこと。教

室で学習を行う場合と比べて、遠隔地にも教育を提供できる点や、コンピュータならではの

教材が利用できる点などが特徴。企業の社内研修で用いられているほか、英会話学校などが

インターネットを通じて教育サービスを提供している例などがある。

ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）:電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光フ

ァイバ化し、高速な通信環境を構築する計画のこと。

ＧＰＳ（Global Positioning system：全地球測位システム）:米国によって軍事用に開発され

た衛星を使った位置決定システムのこと。近年では、民間にも開放され、航空機・船舶など

の航法支援、カーナビゲーション用として広く利用されている。

ＩＣカード :ＩＣ（Integrated Circuit:集積回路）メモリーを内蔵したカードのこと。利用分野

としては、バンキング、ショッピング、健康・医療などが多い。

ＩＴ（Information Technology）:情報通信技術の略。コンピュータやデータ通信に関する技

術を総称的に表す語のこと。

資料 ―11
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ＬＡＮ（Local Area Network）:パソコン、オフコンなどの端末装置を通信回線で接続し、相

互にプログラムやデータを伝送するネットワークのこと。同じビル内や構内など、限られた

距離の範囲で使用される。

ＮＰＯ（Non-Profit Organization）:環境・福祉・国際交流・地域情報化などに関する目的で

広範囲にわたりさまざまな活動を行っている非営利の民間組織のこと。

ＳＯＨＯ（Small Office/Home Office）:会社と自宅や郊外の小さな事務所をコンピュータネ

ットワークで結んだ仕事場のこと。

（50音順）

アクセス :ネットワークを通じて、別の場所にあるコンピュータ、あるいはデータベースに

接続すること。

アナログ :物質・システムなどの状態を連続的に変化する物理量によって表現すること。

アプリケーション :特定の利用目的を持って作成されたソフトウェアの総称のこと。

アラートメール :事前に登録しておくことにより、ほしい情報が自動的にメールで送られて

くるサービスのこと。

インターネット :世界中のコンピュータをつないで、加入者間の情報交換ができるようにし

た国際的な通信情報サービスシステムのこと。

イントラネット :インターネットの技術とネットワーク基盤を使い、企業や学校などの組織

内で情報の共有化などを目的としたシステムのこと。

インキュベーション :ＩＴ分野では、情報産業などの新しい事業を立ち上げようとするベン

チャー企業などを技術的・資金的にサポートすること。

オンライン :回線が接続している状態のこと。

ギガビット・ネットワーク :平成10年度に通信・放送機構が整備した｢研究開発用ギガビッ

ト・ネットワーク｣のこと。研究開発用として、大学・研究機関・行政機関・地方自治体・

企業などに広く開放し、超高速ネットワーク技術や高度アプリケーション技術をはじめとす

る、21世紀における超高速ネットワークの実現に向けての研究開発を行う目的として整備さ

れた。
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京都デジタル疏水ネットワーク :ネットワークの中核を形成する幹線、総合教育センターや

府立学校、防災関係機関などを接続するための支線、そして幹線と支線を結ぶ接続拠点から構

成され、幹線は、2.4ギガbpsのリング構成で、北部と南部の２つのリングでつながっている。

接続拠点は、北部地域の丹後・中丹東・中丹西・南丹の４つと、南部地域の山城の合計５つ

の地域接続拠点があり、中央接続拠点とあわせて６つの接続拠点で構成されている。中央接

続拠点は、京都ＩＸや京都大学とギガビットサービスで接続され、各市町村とは、各接続拠

点から100メガbpsで接続されている。

ケーブルテレビ :テレビの有線放送サービスのこと。山間部地域など、地上波テレビ放送の

電波が届きにくい地域でもテレビの視聴を可能にするという目的で開発された。近年では多

チャンネルや電話サービス、高速なインターネット接続サービスなどを武器に、都市部でも

加入者を増やしている。

公的個人認証サービス :行政手続のオンライン化に障害となるインターネット社会の課題

（成りすまし、改ざん、送信否認など）を解決する本人確認サービスを提供し、従来、窓口に

出向く必要があった行政手続きが、家庭や職場からインターネットで可能となるサービスの

こと。

コミュニティＦＭ :平成４年１月に郵政省により制度化された、市町村に開設するＦＭラジ

オ局のこと。これまでのラジオ局は、都道府県という大きなエリアの放送局であったが、コ

ミュニティ放送局は、市や町のエリアでよりきめ細かな情報の発信が可能となる。

コンテンツ :ＩＴ分野では、情報サービスの内容のこと。具体的には、文書、画像、音楽、

動画、それらを統合したホームページそのものや、ホームページなどを利用した情報サービ

スなどをいう場合が多い。

コンピュータウイルス :コンピュータのネットワークなどを通じて、他のシステムに入り込

み、自己増殖したり、格納してあるファイルを破壊したりするプログラムのこと。ウイルス

になぞらえていう。

住民基本台帳ネットワークシステム :国と都道府県、市区町村を専用回線で結び、氏名、住

所、生年月日、性別の４情報を個人番号で管理するシステムのこと。住民は、住所地市町村

に申請すれば、住民基本台帳カードの交付が受けられる。このカードは、住民票の写しの広

域交付、転入転出の特例処理の際に必要となるほか、市町村長が条例で定める目的に利用で

きるなど、さまざまなサービス（例：印鑑登録証明事務、福祉サービス、公共施設の利用予

約など）に利用できる。

情報家電 :個人用の情報機器で、家電とコンピュータを融合した商品、または家電化したパ

ソコンなどの総称のこと。
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情報弱者 :さまざまな理由から、パソコンやインターネットをはじめとする情報・通信技術

の利用に困難を抱える人のこと。

情報リテラシー :コンピュータやネットワークを活用して情報やデータを扱うための知識や

能力のこと。主としてコンピュータを用いた情報の整理や発信の能力を意味し、パソコンの

操作やデータの整理、インターネットでの情報検索などさまざまな分野を含む。

セキュリティ :情報通信システムで取り扱われる情報やデータの安全性のこと。

セキュリティポリシー :組織内の、セキュリティに関する基本的な方針や行動指針のこと。

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ：Local Government Wide Area Network）:地方公共団

体を相互に接続した行政機関ネットワークのこと。e-Japanにおける全国規模の行政ネット

ワーク構築計画に位置付けられ、2003年度から本格運用が開始された。これにより、行政事

務の効率化・迅速化、重複投資の抑制などが図られる。

ソフトウェア :コンピュータを動作させる手順・命令をコンピュータが理解できる形式で記

述したものをいう。

地域ポータルサイト :インターネットにおける情報アクセスの玄関口として機能するホーム

ページのこと。取り扱うアクセスサービスの種類によって、地域の身近な情報を中心とした

「地域ポータルサイト」のほか「情報案内ポータル」「関連リンクポータル」「行政サービス

ポータル」「情報検索ポータル」などがある。

ツール :特定の作業をするために専用の道具となるソフトウェア、またソフトウェアの一部

のこと。

データベース :データの共有化、統合管理などを目的として、データをあらかじめ定義した

形で集中的に集積し管理する構造のこと。

デジタル :物質・システムなどの状態を離散的な数字・文字などの信号によって表現すること。

デジタルアーカイブ :絵画や古文書、伝統芸能その他のあらゆる歴史文化資源を電子化して

収納・整理したもののこと。

デジタルデバイド :パソコンやインターネットなどの最新のＩＴを活用し、社会的・経済的

な成功を得る人々と、こうした技術を活用できず情報化の恩恵から疎外される人々との間に

生まれる格差のこと。個人間の格差のほかに、国家間・地域間の格差をいう場合もある。
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電子自治体・電子役場 :地方公共団体のあらゆる業務にＩＴを活用することにより、行政サー

ビスの向上および業務効率化を狙うこと。国では、2005年度までに電子政府の実現をめざし

ているが、行政サービスを全国的に展開するためには地方公共団体のＩＴ化が不可欠。

電子申請 :インターネットを通じ、行政などへの各種申請・届け出を行うこと。２４時間、

どこからでも申請ができるようになるほか、申請の取扱状況もオンラインで照会することが

できる。

電子政府 :コンピュータシステムやインターネットを利用し、処理を電子化した行政機構の

こと。

電子入札 :インターネットを利用した公共事業の入札のこと。資格登録・公告・応札・開

札・落札者決定までの一連の手続きを、すべてオンラインで行うことができる。

電子認証 :ネットワークを介してデータのやりとりをしている相手が真に本人であること、

データが改変されていないこと、処理が正当に行われたことを電子的に確認すること。電子

商取引などの信頼性を確保するうえでの基本的な要素となる。

統合型地理情報システム（Geographic Information System：統合型ＧＩＳ）:地図データや

位置参照情報（「国土空間データ基盤」という）と、その上に掲載される統計情報などの表形

式のメタデータ（「基本空間データ」という）をデータベース化し、包括的に画面を介して取

り扱うシステムのこと。統合型地理情報システムとは、行政分野を中心に、複数の部署が利

用する地図データを各部署が共用できる形で整備し、利用していく横断的なシステムまたは

枠組みのこと。

特区 :地方公共団体や民間事業者の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を

導入する特定の区域（構造改革特区）のこと。

ナビ（ナビゲーション）:行き先を教える先導役のこと。

ネットワーク :ＩＴ分野では、コンピュータ間の通信網のこと。

ノンストップサービス :住民が都合の良い時間にサービスを受けることを可能にするサービ

スのこと。特に、「時間的にノンストップ」であるという考え方で使用される。すでに、コ

ンビニエンスストアを活用して２４時間サービスを実現している自治体もある。電子自治体

の実現により、行政情報の提供から、各種手続き、手数料の支払い、入札に至るまでのさま

ざまな手続きが、利用者の都合の良い時間に可能となる。

パブリック・インボルブメント :施策や計画・事業の立案・実施に際して、プロジェクトの



― 89―

進め方や経過、計画内容などの情報を広く公開するとともに、住民から意見を伺い、対話を

重ねながら、計画・事業を進めていく仕組み（手続き）、またはそのコミュニケーション諸活

動のこと。

パブリック・コメント :行政の基本的な施策などを決定する過程において、その施策などの

案を広く住民に公表し、これに対して住民から提出された意見などの概要及びこれに対する

町の考え方などを公表するとともに、その住民から提出された意見などを考慮して当該施策

などの案の決定を行う一連の意見募集に関する手続きのこと。

バリアフリー :障害者や高齢者が生活していく際の障害を取り除き、誰もが暮らしやすい生

活・社会環境をつくろうという考え方のこと。

光ファイバ :電気信号を光に変えて伝送するためのケーブルのこと。

ブロードバンド :高速通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワー

クと、その上で提供される大容量のデータを活用した新たなサービスのこと。

文書管理システム :役場内の文書による事務処理（文書の受付、作成、文書による意思決定

の記録、送付、保存、廃棄）を電子化し、紙の文書と電子文書を一括して管理する情報シス

テムのこと。電子役場の土台となる。

ベンチャー企業 :専門技術を駆使して、新事業を開発する創造的企業のこと。

ホームページ :ＷＷＷ上における情報資源にアクセスする際の最初の画面のこと。本文中で

は、ＷＥＢページのことをいう。

マルチメディア :文字・音声・映像などあらゆるメディア（伝達などの媒体・手段）を有機的

に統合して、情報媒体として有効に利用する技術のこと。デジタル（数値処理）技術やコミュ

ニケーションのインタラクティブ性（双方向性）に特徴づけられる。

ユニバーサルデザイン :年齢や能力、文化などの違いを超えてあらゆる人が利用しやすい生

活環境や製品をつくる考え方のこと。建築、交通、工業製品、情報技術などの分野で導入が広

がっている。高齢者や障害者などに特定せず、あらゆる利用者に配慮する点でバリアフリーと

異なる。

ユビキタス環境 :あらゆる情報機器がネットワークで結ばれ、いつでもどこでも情報をやり

とりできる環境のこと。２１世紀の情報社会の方向性を示す言葉として用いられている。

ユビキタスネットワーク :あらゆる端末がネットワークにつながり、ネットワークの種類を
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問わず、いつでもどこでもあらゆるサービスが利用できる、新たなネットワーク環境のこ

と。

リース :賃貸しのこと。比較的長期のものをいう。

ワンストップサービス :複数の行政サービスを一つの窓口で受けることができる機能のこ

と。これにより、住民が複数の窓口に出向く手間や労力を削減する効果がある。



平成１７年９月

精華町 総務部財政課情報システム係
TEL：0774―95―1914 FAX：0774―93―2233
E-mail：joho@town.seika.kyoto.jp
http：//www.town.seika.kyoto.jp/

精華町情報化基本計画 
～情報化を通して精華町の新時代を拓く～ 
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